
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

数

SFT事業に関する各種イベン
トの企画、実施運営及び実
施結果報告に関する業務

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H28.10.5
株式会社電通
東京都港区東新橋1-8-1

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
「『戦略的二国間スポーツ国際貢
献事業（スポーツ・フォー・トゥ
モロー）』に係る広報戦略策定及
び広報マテリアル開発、広報・PR
活動サポート業務の委託」の契約
において、本事業の委託費は別途
個別契約において定めるものとし
ており、この規定に基づいて契約
を行うものであるため。

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

10,800,000 － 0 － － －

平成27事業年度財務諸表の
公告掲載

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H28.10.6
東京官書普及株式会社
東京都千代田区神田錦町1-
2

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
官報への掲載料金は統一料金であ
り、価格競争が存在しないため。

1,182,195 1,182,195 100.00% 0 － － －

財務会計システムの
Windows10対応確認調査の実
施

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H28.10.14
NECネクサソリューション
ズ株式会社
東京都港区三田1-4-28

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
本システムのコアシステムの著作
権は契約相手方に帰属しており、
プログラムのソースコードは容易
に公開されないものであることか
ら、履行可能なものが限定される
ため。

同種の他の契
約の予定価格
を類推される
おそれがある
ため公表しな
い

1,615,680 － 0 － － －

スポーツ振興投票事業にお
ける広報・広告宣伝業務
（平成28年度 BIG1月施策）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H28.10.18
株式会社電通
東京都港区東新橋1-8-1

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
取引基本契約に基づく個別契約の
ため。

324,000,000 324,000,000 100.00% 0 － － － 概算契約

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター

契約金額
（単位：円）

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規程等の根拠規程及
び理由

予定価格
（単位：円）

落札率
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有望アスリート海外強化支
援委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H28.10.24

一般社団法人日本身体障が
い者水泳連盟
兵庫県神戸市中央区八幡通
4-1-15

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
外部有識者を交えた選定委員会に
おいて選定され、本業務を実施し
てきた者との契約であり、継続的
に事業が実施されなければ効率
的・効果的に成果を挙げることが
できないため。

15,000,000 10,000,000 66.66% 0 － － － 概算契約

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


